
規 則

�愛媛県規則第３２号
愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（平成１２年愛媛県規則第３６号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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項 目 基 準 値 測 定 方 法 項 目 基 準 値 測 定 方 法

省略 省略

六価クロム 検液１リッ

トルにつき

０．０５ミリグ

ラム以下

規格Ｋ０１０２の６５．２に定める方法（た

だし、規格Ｋ０１０２の６５．２．６に定める

方法により塩分の濃度の高い試料を

測定する場合にあっては、規格Ｋ

０１７０―７の７のａ）又はｂ）に定める

操作を行うものとする。）

六価クロム 検液１リッ

トルにつき

０．０５ミリグ

ラム以下

規格Ｋ０１０２の６５．２に定める方法

省略 省略

１，１―ジク

ロロエチレ

ン

検液１リッ

トルにつき

０．１ミリグ

ラム以下

省略 １，１―ジク

ロロエチレ

ン

検液１リッ

トルにつき

０．０２ミリグ

ラム以下

省略

省略 省略

ふっ素 検液１リッ

トルにつき

０．８ミリグ

ラム以下

規格Ｋ０１０２の３４．１若しくは３４．４に定

める方法又は規格Ｋ０１０２の３４．１ｃ）

（注（６）第３文を除く。）に定める

方法（懸濁物質及びイオンクロマト

グラフ法で妨害となる物質が共存し

ない場合にあっては、これを省略す

ることができる。）及び環境基準告

示付表６に掲げる方法

ふっ素 検液１リッ

トルにつき

０．８ミリグ

ラム以下

規格Ｋ０１０２の３４．１ に定

める方法又は規格Ｋ０１０２の３４．１ｃ）

（注（６）第３文を除く。）に定める

方法（懸濁物質及びイオンクロマト

グラフ法で妨害となる物質が共存し

ない場合にあっては、これを省略す

ることができる。）及び環境基準告

示付表６に掲げる方法

省略 省略

備考 省略

別表第２（第４条、第１４条関係）

備考 省略

別表第２（第４条、第１４条関係）

項 目 基 準 値 測 定 方 法 項 目 基 準 値 測 定 方 法

省略 省略

全シアン 検出されな

いこと。

規格Ｋ０１０２の３８．１．２及び３８．２に定め

る方法、 規格Ｋ０１０２の３８．１．２及び

３８．３に定める方法又は規格Ｋ０１０２の

３８．１．２及び３８．５に定める方法

全シアン 検出されな

いこと。

規格Ｋ０１０２の３８．１．２及び３８．２に定め

る方法又は規格Ｋ０１０２の３８．１．２及び

３８．３に定める方法

省略 省略

六価クロム １リットル

につき０．０５

ミリグラム

以下

規格Ｋ０１０２の６５．２に定める方法（た

だし、規格Ｋ０１０２の６５．２．６に定める

方法により塩分の濃度の高い試料を

測定する場合にあっては、規格Ｋ

０１７０―７の７のａ）又はｂ）に定める

操作を行うものとする。）

六価クロム １リットル

につき０．０５

ミリグラム

以下

規格Ｋ０１０２の６５．２に定める方法

省略 省略

１，１―ジク

ロロエチレ

ン

１リットル

につき０．１

ミリグラム

以下

省略 １，１―ジク

ロロエチレ

ン

１リットル

につき０．０２

ミリグラム

以下

省略

省略 省略

ふっ素 １リットル

につき０．８

ミリグラム

以下

規格Ｋ０１０２の３４．１若しくは３４．４に定

める方法又は規格Ｋ０１０２の３４．１ｃ）

（注（６）第３文を除く。）に定める

方法（懸濁物質及びイオンクロマト

グラフ法で妨害となる物質が共存し

ふっ素 １リットル

につき０．８

ミリグラム

以下

規格Ｋ０１０２の３４．１ に定

める方法又は規格Ｋ０１０２の３４．１ｃ）

（注（６）第３文を除く。）に定める

方法（懸濁物質及びイオンクロマト

グラフ法で妨害となる物質が共存し

愛 媛 県 報平成２７年５月２９日 第２６７６号
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告 示
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�愛媛県告示第７００号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条及び第１１８条の

規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官候

補生の募集期間を次のとおり告示する。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 男子（平成２７年度８・９月採用分）

平成２７年６月１日（月）から

６月１０日（水）まで

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第７０１号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７０２号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最低限度額

及び最高限度額（平成５年４月愛媛県告示第５７６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最

低限度額及び最高限度額の規定は、平成２７年４月１日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金（以下「年金たる補

償」という。）に係る補償基礎額並びに同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係

る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

ない場合にあっては、これを省略す

ることができる。）及び環境基準告

示付表６に掲げる方法

ない場合にあっては、これを省略す

ることができる。）及び環境基準告

示付表６に掲げる方法

省略 省略

備考 省略 備考 省略

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成２７年６月１４日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

改 正 後 改 正 前

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の知事が最低限度額と

して定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲

げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同

表の右欄に掲げる額とする。

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の知事が最低限度額と

して定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲

げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同

表の右欄に掲げる額とする。

年齢階層 最低限度額 最高限度額 年齢階層 最低限度額 最高限度額

２０歳未満 ４，４７５円 １３，００５円 ２０歳未満 ４，３０８円 １３，０４０円

２０歳以上２５歳未満 ５，０３０円 １３，００５円 ２０歳以上２５歳未満 ５，０２４円 １３，０４０円

２５歳以上３０歳未満 ５，５８５円 １３，５７３円 ２５歳以上３０歳未満 ５，６１１円 １３，４４７円

３０歳以上３５歳未満 ６，０６９円 １６，１９２円 ３０歳以上３５歳未満 ６，１０４円 １６，２８１円

３５歳以上４０歳未満 ６，４７５円 １８，６８０円 ３５歳以上４０歳未満 ６，５２４円 １８，８３４円

４０歳以上４５歳未満 ６，７２９円 ２１，４７２円 ４０歳以上４５歳未満 ６，６０１円 ２１，７８４円

愛 媛 県 報平成２７年５月２９日 第２６７６号

５７１



��������������
�愛媛県告示第７０３号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第１０条の２の規定に基づき知事が定める金額（平成８年５月愛媛県

告示第７４８号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第１０条の２の規定に基づき知事が定める金額の規定は、平

成２７年４月１日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第１０条の２の知事が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護

を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の

区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第１０条の２の知事が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護

を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の

区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要

する状態

の区分

介護を受けた日の区分 金 額

介護を要

する状態

の区分

介護を受けた日の区分 金 額

常時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が１０４，５７０円を超える

ときは、１０４，５７０円）

常時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が１０４，２９０円を超える

ときは、１０４，２９０円）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が５６，７９０

円以下であるときに

限る。）。

月額５６，７９０円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が５６，６００

円以下であるときに

限る。）。

月額５６，６００円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

随時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が５２，２９０円を超える

ときは、５２，２９０円）

随時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が５２，１５０円を超える

ときは、５２，１５０円）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

月額２８，４００円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

月額２８，３００円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

４５歳以上５０歳未満 ６，６５４円 ２３，９８４円 ４５歳以上５０歳未満 ６，７０８円 ２４，５３２円

５０歳以上５５歳未満 ６，４７４円 ２５，１９１円 ５０歳以上５５歳未満 ６，３７５円 ２５，３７６円

５５歳以上６０歳未満 ５，８７８円 ２４，１３９円 ５５歳以上６０歳未満 ５，９２２円 ２４，１１４円

６０歳以上６５歳未満 ４，７３１円 １９，３８５円 ６０歳以上６５歳未満 ４，７２３円 １９，１６７円

６５歳以上７０歳未満 ３，９３０円 １５，９９１円 ６５歳以上７０歳未満 ３，９３０円 １５，００１円

７０歳以上 ３，９３０円 １３，００５円 ７０歳以上 ３，９３０円 １３，０４０円
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５７２



��������������

��������������

��������������

�������
�愛媛県告示第７０４号
土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定によ

り、次のとおり形質変更時要届出区域を指定する。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

四国中央市川之江町字泉田３４９番１の一部（次の図のとおり）

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第

１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

ふっ素及びその化合物

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局環

境政策課及び愛媛県四国中央保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７０８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

�愛媛県告示第７０５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７０６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７０７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が２８，４００

円以下であるときに

限る。）。

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が２８，３００

円以下であるときに

限る。）。

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

じょうとく内科クリニック 西条市神拝字七反地甲２１７番１ 医療法人じょうとく内科クリニック 腎臓に関する医療
（更生医療）

平成２７年
５月１日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

えびす薬局 宇和島市恵美須町１丁目３―１０ 有限会社 アポトライ 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２７年
５月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

株式会社ニュー兵頭 宇和島市丸之内３丁目６－２０ ケアーズ宇和島訪問看護ステ
ーション

宇和島市本町追手２丁目８－
２５ニュー兵頭追手店６Ｆ

訪問看護ステーシ
ョン（育成医療・
更生医療）

平成２７年
５月１日

愛 媛 県 報平成２７年５月２９日 第２６７６号
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当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ｍａｃ松原店

新居浜市松原町甲４３６５番地８ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社大屋

西条市西田甲５９０番地２

代表取締役 伊藤 慎太郎

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社大屋

西条市西田甲５９０番地２

代表取締役 伊藤 慎太郎

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２８年１月２１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，６３５平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

５６台

イ 駐輪場の収容台数

４８台

ウ 荷さばき施設の面積

８４．７平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１７．８立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１２時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午前０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

３箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成２７年５月２０日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から

１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第７０９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ＤＣＭダイキ宇和島南店 宇和島市保田字宮ノ
段６７２番地 外

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 ４箇所 ５箇所 平成２７年

６月１日
平成２７年
５月１９日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

愛 媛 県 報平成２７年５月２９日 第２６７６号
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�愛媛県告示第７１０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市新谷字クス谷乙９１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

今治市新谷字クス谷乙９１（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７１２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

道後平野土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があっ

た。

平成２７年５月２９日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

退 任

�������
�愛媛県告示第７１３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市和気浜土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２７年５月２９日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第７１１号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（東予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

西条市船屋３５５番地９

浅 木 宗 親

西条市朔日市１３２番地

塩 崎 紀 元

西条市喜多川４８６番地１

松 本 一 男
ひ う ち 西条市ひうち漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成２７年５月２９日から６月１２日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

東予地 方 局 管 内 の 加 入 区 東予地方局産業経済部水産課

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 玉乃井 永 松山市富久町２４０番地１５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 芳 野 英 治 松山市和気町一丁目１９７番地

〃 芳 野 紀 由 松山市和気町一丁目１９５番地６

〃 芳 野 國 廣 松山市和気町一丁目２１７番地

〃 芳 野 龍 男 松山市和気町一丁目２２０番地

〃 � 岡 英 俊 松山市和気町二丁目９７２番地

〃 小笠原 壮 一 松山市和気町二丁目１０１４番地

〃 河 内 正 利 松山市和気町二丁目１０３３番地

〃 芳 野 惠 三 松山市和気町二丁目１０１９番地

愛 媛 県 報平成２７年５月２９日 第２６７６号
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�愛媛県告示第７１４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市梅本地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２７年５月２９日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第７１５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市南野田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２７年５月２９日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

監 事 岡 本 一 孝 松山市和気町一丁目２２５番地

〃 芳 野 省 三 松山市和気町一丁目１９９番地

〃 芳之内 一 磨 松山市和気町二丁目９７０番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 家 久 恒 和 松山市北梅本町２８４１番地

〃 永 井 武 信 松山市北梅本町２８２９番地

〃 宮 内 明 治 松山市北梅本町２２５１番地２

〃 森 貞 幹 夫 松山市北梅本町２３３５番地

〃 八 木 嘉 廣 松山市北梅本町８８８番地３

〃 奥 村 義 博 松山市北梅本町乙８５

〃 奥 村 敞 八 松山市北梅本町甲１６番地１

〃 宮 内 康 二 松山市北梅本町８１３番地２

〃 松 本 範 良 松山市平井町３５０６番地

〃 宮 内 勝 正 松山市南梅本町６０７番地

〃 家 久 英 雄 松山市南梅本町７５６番地

〃 宮 内 保 松山市南梅本町７６４番地

〃 和 田 正 寛 松山市南梅本町８１３番地

〃 高 岡 敏 夫 松山市南梅本町２３７番地３

〃 桑 原 英 信 松山市南梅本町８６３番地

〃 久 保 武 志 松山市南梅本町１１３３番地

〃 田 中 孝 明 松山市水泥町６９３番地１

〃 岡 本 泰 典 東温市西岡７５８番地

監 事 宮 内 賢 三 松山市南梅本町６３０番地２

〃 宮 内 順 三 松山市北梅本町２０４７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 束 村 義 清 東温市南野田２３０番地

〃 宮 崎 政 男 東温市南野田１０８番地１

〃 東 洋 東温市南野田５５１番地

〃 平 岡 透 東温市南野田４７５番地

〃 伊 藤 雄 二 東温市南野田４７７番地１

〃 平 岡 均 東温市南野田３３０番地２

〃 明 賀 安 広 東温市南野田５４７番地

〃 友 近 弘 志 東温市南野田６０７番地２

監 事 高 橋 真 也 東温市南野田４３番地

〃 束 村 雅 則 東温市南野田２７１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 芳 野 英 治 松山市和気町一丁目１９７番地

〃 河 内 正 利 松山市和気町二丁目１０３３番地

〃 芳 野 紀 由 松山市和気町一丁目１９５番地６

〃 芳 野 國 廣 松山市和気町一丁目２１７番地

〃 芳 野 惠 三 松山市和気町二丁目１０１９番地

〃 � 岡 英 俊 松山市和気町二丁目９７２番地

〃 小笠原 壮 一 松山市和気町二丁目１０１４番地

〃 芳 野 龍 男 松山市和気町一丁目２２０番地

監 事 岡 本 一 孝 松山市和気町一丁目２２５番地

〃 芳之内 宏 史 松山市和気町一丁目１２０番地１

〃 芳之内 一 磨 松山市和気町二丁目９７０番地

〃 永 井 武 信 松山市北梅本町２８２９番地

〃 宮 内 明 治 松山市北梅本町２２５１番地２

〃 森 貞 幹 夫 松山市北梅本町２３３５番地

〃 八 木 嘉 廣 松山市北梅本町８８８番地３

〃 奥 村 義 博 松山市北梅本町乙８５

〃 奥 村 敞 八 松山市北梅本町甲１６番地１

〃 宮 内 康 二 松山市北梅本町８１３番地２

〃 松 本 範 良 松山市平井町３５０６番地

〃 宮 内 勝 正 松山市南梅本町６０７番地

〃 家 久 英 雄 松山市南梅本町７５６番地

〃 宮 内 保 松山市南梅本町７６４番地

〃 和 田 正 寛 松山市南梅本町８１３番地

〃 高 岡 敏 夫 松山市南梅本町２３７番地３

〃 桑 原 英 信 松山市南梅本町８６３番地

〃 久 保 武 志 松山市南梅本町１１３３番地

〃 田 中 孝 明 松山市水泥町６９３番地１

〃 岡 本 泰 典 東温市西岡７５８番地

監 事 宮 内 賢 三 松山市南梅本町６３０番地２

〃 宮 内 順 三 松山市北梅本町２０４７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 束 村 義 清 東温市南野田２３０番地

〃 宮 崎 政 男 東温市南野田１０８番地１

〃 東 洋 東温市南野田５５１番地

〃 平 岡 透 東温市南野田４７５番地

〃 池 田 浩 二 東温市南野田４７６番地３

〃 明 賀 正 宏 東温市南野田３３０番地

〃 明 賀 安 広 東温市南野田５４７番地

〃 桐 野 彰 紀 東温市南野田６４４番地

監 事 束 村 正 嗣 東温市南野田２３１番地

〃 高 橋 真 也 東温市南野田４３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 家 久 恒 和 松山市北梅本町２８４１番地
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�愛媛県告示第７１６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市北野田土地改良区から次のとおり役員が氏名を変更した旨の

届出があった。

平成２７年５月２９日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第７１７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市奥松瀬川土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２７年５月２９日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第７１８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２７年５月２９日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第７１９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２７年５月２９日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

役員の種類
氏 名

変 更 前 変 更 後

理 事 高 見 淳 � 見 淳

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人 宇和島市社会福祉協議
会

宇和島市社会福祉協議会 三間介護保
険事業所

愛媛県宇和島市三間町迫目１２６番地三
間保健福祉センター 平成２７年４月１日 福祉用具貸与

社会福祉法人 宇和島市社会福祉協議
会

宇和島市社会福祉協議会 三間介護保
険事業所

愛媛県宇和島市三間町迫目１２６番地三
間保健福祉センター 平成２７年４月１日 特定福祉用具販売

有限会社ドリームライフ もも太郎 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永３５３番
地１ 平成２７年４月１日 通所介護

吉田興産有限会社 通所介護事業所桜桃 愛媛県北宇和郡鬼北町大字内深田１０６６
番地３ 平成２７年４月１日 通所介護

たけし株式会社 デイサービスようなるデイ 愛媛県八幡浜市大平１番耕地７７９番地
５ 平成２７年４月１日 通所介護

社会福祉法人清祥会 清祥会ひまわり 愛媛県大洲市柴甲５９５番地１ 平成２７年４月１日 通所介護

社会福祉法人清祥会 清祥会ひまわり 愛媛県大洲市柴甲５９５番地１ 平成２７年４月１日 短期入所生活介護

社会福祉法人 西予総合福祉会 ユニット型短期入所生活介護事業所松
葉寮 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４番地１ 平成２７年４月１日 短期入所生活介護

株式会社ニュー兵頭 ケアーズ宇和島訪問看護ステーション 愛媛県宇和島市本町追手２丁目８番２５
号 平成２７年４月６日 訪問看護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人 宇和島市社会福祉協議
会

宇和島市社会福祉協議会 三間介護保
険事業所

愛媛県宇和島市三間町迫目１２６番地三
間保健福祉センター 平成２７年４月１日 介護予防福祉用具

貸与

社会福祉法人 宇和島市社会福祉協議
会

宇和島市社会福祉協議会 三間介護保
険事業所

愛媛県宇和島市三間町迫目１２６番地三
間保健福祉センター 平成２７年４月１日 特定介護予防福祉

用具販売

有限会社ドリームライフ もも太郎 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永３５３番
地１ 平成２７年４月１日 介護予防通所介護

吉田興産有限会社 通所介護事業所桜桃 愛媛県北宇和郡鬼北町大字内深田１０６６
番地３ 平成２７年４月１日 介護予防通所介護

たけし株式会社 デイサービスようなるデイ 愛媛県八幡浜市大平１番耕地７７９番地
５ 平成２７年４月１日 介護予防通所介護

社会福祉法人清祥会 清祥会ひまわり 愛媛県大洲市柴甲５９５番地１ 平成２７年４月１日 介護予防通所介護
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�愛媛県告示第７２１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

八幡浜市土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２７年５月２９日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第７２０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２７年５月２９日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第７２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

社会福祉法人清祥会 清祥会ひまわり 愛媛県大洲市柴甲５９５番地１ 平成２７年４月１日 介護予防短期入所
生活介護

社会福祉法人 西予総合福祉会 ユニット型短期入所生活介護事業所松
葉寮 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４番地１ 平成２７年４月１日 介護予防短期入所

生活介護

株式会社ニュー兵頭 ケアーズ宇和島訪問看護ステーション 愛媛県宇和島市本町追手２丁目８番２５
号 平成２７年４月６日 介護予防訪問看護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

ファミリー合同会社 アシスト居宅介護支援事業所 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城１７９番
地１ 平成２７年４月１０日 居宅介護支援

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 九島循環線
宇和島市本九島１４３４番９から

同市本九島１３８４番２地先まで

旧 ３．３～７．３ ０．０８１

新 ５．５～１０．３ ０．０８１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 九島循環線
宇和島市本九島１４３４番９から

同市本九島１３８４番２地先まで
平成２７年５月２９日

愛 媛 県 報平成２７年５月２９日 第２６７６号
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�愛媛県告示第７２５号
次のとおり落札者を決定した。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第１３号
庁 中 一 般

地 方 局

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８０号
喜多郡内子町大平１２６４番から

同町大平１２６１番２まで
平成２７年５月２９日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

交通管制センター、サブセンター等
設備保守業務の委託

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成２７年３月３０日

住友電工システムソリ
ューション株式会社大
阪支社
大阪府大阪市西区土佐
堀二丁目２番４号

５４，０００，０００円 一般競争入札 平成２７年２月１７日

改 正 後 改 正 前

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

建

築

住

宅

課

１ 建

築基

準法

の施

行に

関す

る事

務

１ 建築主事及び建築審査会に関す

ること。

建

築

住

宅

課

１ 建

築基

準法

の施

行に

関す

る事

務

１ 建築主事及び建築審査会に関す

ること。

� 省略 � 省略

� 建築審査会に対する諮問に係

る措置（第３条第１項第３号、

第４号、第４２条第６項、第４３条

第１項、第４４条第１項第２号、

第２項、第４６条第１項、第４７

条、第４８条第１４項、第５２条第１５

項、第５３条第７項、第５３条の２

第４項、第５５条第４項、第５６条

の２第１項、第５７条の４第２

項、第５９条第５項、第５９条の２

第２項、第６０条の２第７項、第

６７条の３第１０項、第６８条第６

○ � 建築審査会に対する諮問に係

る措置（第３条第１項第３号、

第４号、第４２条第６項、第４３条

第１項、第４４条第１項第２号、

第２項、第４６条第１項、第４７

条、第４８条第１４項、第５２条第１５

項、第５３条第７項、第５３条の２

第４項、第５５条第４項、第５６条

の２第１項、第５７条の４第２

項、第５９条第５項、第５９条の２

第２項、第６０条の２第７項、第

６７条の２第１０項、第６８条第６

○
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項、第６８条の３第５項、第６８条

の５の２第３項、第６８条の７第

２項、第６項、第８６条第５項、

第８６条の２第５項）

項、第６８条の３第５項、第６８条

の５の２第３項、第６８条の７第

２項、第６項、第８６条第５項、

第８６条の２第５項）

２ 違反建築物の措置等に関するこ

と。

２ 違反建築物の措置等に関するこ

と。

�～� 省略 �～� 省略

� 報告の徴収及び立入検査等

（第１２条第５項から第７項ま

で）

○ � 報告、検査等

（第１２条第５項、第６項

）

○

３ 建築物の敷地、構造及び建築設

備に関すること。

３ 建築物の敷地、構造及び建築設

備に関すること。

� 省略 � 省略

� 構造計算適合性判定に係る専

門的識見者に対する意見の聴取

（第６条の３第３項

、第１８条第６項）

○ � 構造計算適合性判定に係る専

門的識見者に対する意見の聴取

（第６条第７項、第６条の２第

４項、第１８条第６項）

○

� 構造計算適合性判定結果通知

書 等 の 交 付

（第６条の３第４項から第６項

まで 、第１８条

第７項から第９項まで）

○ � 構造計算適合性判定結果通知

書及び期間延長通知書の交付

（第６条第８項、第９項、第６

条の２第５項、第６項、第１８条

第７項、第８項 ）

○

�～� 省略 �～� 省略

� 特定防災街区整備地区におけ

る制限許可（第６７条の３第３項

第２号、第５項第２号、第９項

第２号）

○ � 特定防災街区整備地区におけ

る制限許可（第６７条の２第３項

第２号、第５項第２号、第９項

第２号）

○

�～	 省略 �～	 省略

４・５ 省略 ４・５ 省略

６ 指定構造計算適合性判定機関に

関すること。

６ 指定構造計算適合性判定機関に

関すること。

� 省略 � 省略

� 委任（第１８条の２第１項、第

７７条の３５の８第１項）

○

� 業務区域の変更の認可（第７７

条の３５の６第１項、第４項）

○

� 指定の更新（第７７条の３５の７

第１項）

○ � 指定の更新（第７７条の３５の６

第１項）

○

� 名称等の変更の届出の処理

（第７７条の３５の５第２項、第３

項、第７７条の３５の８第２項から

第４項まで）

○ � 名称等の変更の届出の処理

（第７７条の３５の５第２項、第３

項

）

○


 構造計算適合性判定員の選任

及び解任の届出の受理（第７７条

の３５の９第３項）

○ � 構造計算適合性判定員の選任

及び解任の届出の受理（第７７条

の３５の７第３項）

○

� 構造計算適合性判定員の解任

命令（第７７条の３５の９第４項）

○ � 構造計算適合性判定員の解任

命令（第７７条の３５の７第４項）

○
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（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

建

築

指

１ 省

略

建

築

指

１ 省

略

２ 建 １ 検査済証の交付前における建築物 ○ ２ 建 １ 検査済証の交付前における建築物 ○

� 構造計算適合性判定業務規程

の認可（第７７条の３５の１２第１

項）

○ � 構造計算適合性判定業務規程

の認可（第７７条の３５の９第１

項）

○

� 構造計算適合性判定業務規程

の変更認可（第７７条の３５の１２第

１項）

� 構造計算適合性判定業務規程

の変更認可（第７７条の３５の９第

１項）

ア・イ 省略 ア・イ 省略

� 構造計算適合性判定業務規程

の変更命令（第７７条の３５の１２第

３項）

○ � 構造計算適合性判定業務規程

の変更命令（第７７条の３５の９第

３項）

○

� 監督命令（第７７条の３５の１６） ○ � 監督命令（第７７条の３５の１１） ○

� 報告の徴収及び立入検査（第

７７条の３５の１７第１項）

○ � 報告の徴収及び立入検査（第

７７条の３５の１２第１項）

○

� 報告（第７７条の３５の１７第２

項）

○

	 構造計算適合性判定業務の休

止又は廃止の許可（第７７条の３５

の１８第１項、第５項）

○ � 構造計算適合性判定業務の休

止又は廃止の許可（第７７条の３５

の１３第１項、第３項）

○


 指定の取消し等（第７７条の３５

の１９）

○ � 指定の取消し等（第７７条の３５

の１４）

○

� 委任の解除（第７７条の３５の

２０）

○

２ 建

築基

準法

施行

令の

施行

に関

する

事務

１～３ 省略 ２ 建

築基

準法

施行

令の

施行

に関

する

事務

１～３ 省略

４ 敷地面積の規模に係る区域の指

定（第１３５条の１７第３項）

○ ４ 敷地面積の規模に係る区域の指

定（第１３５条の１６第３項）

○

５ 移転の認定（第１３７条の１６第２

号）

○

６ 省略 ５ 省略

３～２０

省略

３～２０

省略
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導

課

築基

準法

の施

行に

関す

る事

務

の仮使用の認定（第７条の６第１項

第１号、第２号、第１８条第２４項第１

号、第２号）

導

課

築基

準法

の施

行に

関す

る事

務

の仮使用の承認（第７条の６第１項

第１号、第１８条第２２項第１号

）

２ 違反建築物に対する措置等 ２ 違反建築物に対する措置等

�～� 省略 �～� 省略

� 台帳の整備及び保存（第１２条第

８項）

○ � 台帳の整備及び保存（第１２条第

７項）

○

� 国の機関の長等に対する通知及

び要請（第１８条第２５項）

○ � 国の機関の長等に対する通知及

び要請（第１８条第２３項）

○

３ 指定確認検査機関に関すること。 ３ 指定確認検査機関に関すること。

� 確認審査報告書の受理（第６条

の２第５項）

○ � 確認審査報告書の受理（第６条

の２第１０項）

○

� 建築基準関係規定不適合

の通知（第６条の２第６項）

○ � 確認審査報告書に対する不適合

認定の通知（第６条の２第１１項）

○

�・� 省略 �・� 省略

� 仮使用認定報告書の受理（第７

条の６第３項）

○

� 基準不適合の通知（第７条の６

第４項）

○

４～７ 省略 ４～７ 省略

３～１５

省略

３～１５

省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

専決者
所

長

専決者

課

長

主

幹

課

長

主

幹

用

地

管

理

課

１～４１

省略

用

地

管

理

課

１～４１

省略

４２ 建

築基

準法

の施

行に

関す

る事

務

１ 検査済証の交付前における建築物

の仮使用の認定（第７条の６第１項

第１号、第２号、第１８条第２４項第１

号、第２号）

○ ４２ 建

築基

準法

の施

行に

関す

る事

務

１ 検査済証の交付前における建築物

の仮使用の承認（第７条の６第１項

第１号、第１８条第２２項第１号

）

○

２ 違反建築物に対する措置等 ２ 違反建築物に対する措置等

�～� 省略 �～� 省略

� 台帳の整備及び保存（第１２条第

８項）

○ � 台帳の整備及び保存（第１２条第

７項）

○

� 国の機関の長等に対する通知及

び要請（第１８条第２５項）

○ � 国の機関の長等に対する通知及

び要請（第１８条第２３項）

○

３ 指定確認検査機関に関すること。 ３ 指定確認検査機関に関すること。

� 確認審査報告書の受理（第６条

の２第５項）

○ � 確認審査報告書の受理（第６条

の２第１０項）

○

� 建築基準関係規定不適合

の通知（第６条の２第６項）

○ � 確認審査報告書に対する不適合

認定の通知（第６条の２第１１項）

○

�・� 省略 �・� 省略

� 仮使用認定報告書の受理（第７

条の６第３項）

○
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（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 基準不適合の通知（第７条の６

第４項）

○

４～７ 省略 ４～７ 省略

４３～５２

省略

４３～５２

省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

�～� 省略

�の２ 建築基準法第６条の２第５項の規定に基づく確認審査報

告書の受理に関すること。

�の３ 建築基準法第６条の２第６項の規定に基づく建築基準関

係規定不適合 の通知に関すること。

�の４・�の５ 省略

� 建築基準法第７条の６第１項第１号及び第２号並びに第１８条

第２４項第１号及び第２号の規定に基づく検査済証の交付前にお

ける建築物の仮使用の認定に関すること。

�の２ 建築基準法第７条の６第３項の規定に基づく仮使用認定

報告書の受理に関すること。

�の３ 建築基準法第７条の６第４項の規定に基づく基準不適合

の通知に関すること。

�～�の３ 省略

�の４ 建築基準法第１２条第８項の規定に基づく台帳の整備及び

保存に関すること。

�の５ 建築基準法第１８条第２５項の規定に基づく国の機関の長等

に対する通知及び要請に関すること。

�の６～� 省略

６ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

�～�の１２５ 省略

�の１２６ 建築基準法第６条の２第５項の規定に基づく確認審査

報告書の受理に関すること。

�の１２７ 建築基準法第６条の２第６項の規定に基づく建築基準

関係規定不適合 の通知に関すること。

�の１２８・�の１２９ 省略

	 建築基準法第７条の６第１項第１号及び第２号並びに第１８条

第２４項第１号及び第２号の規定に基づく検査済証の交付前にお

ける建築物の仮使用の認定に関すること。

	の２ 建築基準法第７条の６第３項の規定に基づく仮使用認定

報告書の受理に関すること。

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

�～� 省略

�の２ 建築基準法第６条の２第１０項の規定に基づく確認審査報

告書の受理に関すること。

�の３ 建築基準法第６条の２第１１項の規定に基づく確認審査報

告書に対する不適合認定の通知に関すること。

�の４・�の５ 省略

� 建築基準法第７条の６第１項第１号及び第１８条第２２項第１号

の規定に基づく検査済証の交付前にお

ける建築物の仮使用の承認に関すること。

�～�の３ 省略

�の４ 建築基準法第１２条第７項の規定に基づく台帳の整備及び

保存に関すること。

�の５ 建築基準法第１８条第２３項の規定に基づく国の機関の長等

に対する通知及び要請に関すること。

�の６～� 省略

６ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

�～�の１２５ 省略

�の１２６ 建築基準法第６条の２第１０項の規定に基づく確認審査

報告書の受理に関すること。

�の１２７ 建築基準法第６条の２第１１項の規定に基づく確認審査

報告書に対する不適合認定の通知に関すること。

�の１２８・�の１２９ 省略

	 建築基準法第７条の６第１項第１号及び第１８条第２２項第１号

の規定に基づく検査済証の交付前にお

ける建築物の仮使用の承認に関すること。
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�の３ 建築基準法第７条の６第４項の規定に基づく基準不適合

の通知に関すること。

�の４ 省略

�の５ 省略

�の６ 省略

�の７ 省略

�の８ 省略

�の９ 建築基準法第１２条第８項の規定に基づく台帳の整備及び

保存に関すること。

�の１０ 建築基準法第１８条第２５項の規定に基づく国の機関の長等

に対する通知及び要請に関すること。

�の１１ 省略

�の１２ 省略

�の１３ 省略

�の１４ 省略

�の１５ 省略

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�の１８ 省略

�の１９ 省略

�の２０ 省略

�の２１ 省略

�の２２ 省略

�の２３ 省略

�の２４ 省略

�の２５ 省略

�の２６ 省略

�の２７ 省略

�の２８ 省略

�の２９ 省略

�の３０ 省略

�の３１ 省略

�の３２ 省略

�の３３ 省略

�の３４ 省略

�の３５ 省略

�の３６ 省略

�の３７ 省略

�の３８ 省略

�の３９ 省略

�の４０ 省略

�の４１ 省略

�の４２ 省略

�の４３ 省略

�の４４ 省略

�の４５ 省略

�の４６ 省略

�の４７ 省略

�の４８ 省略

�の４９ 省略

�の５０ 省略

�の５１ 省略

�の５２ 省略

�の２ 省略

�の３ 省略

�の４ 省略

�の５ 省略

�の６ 省略

�の７ 建築基準法第１２条第７項の規定に基づく台帳の整備及び

保存に関すること。

�の８ 建築基準法第１８条第２３項の規定に基づく国の機関の長等

に対する通知及び要請に関すること。

�の９ 省略

�の１０ 省略

�の１１ 省略

�の１２ 省略

�の１３ 省略

�の１４ 省略

�の１５ 省略

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�の１８ 省略

�の１９ 省略

�の２０ 省略

�の２１ 省略

�の２２ 省略

�の２３ 省略

�の２４ 省略

�の２５ 省略

�の２６ 省略

�の２７ 省略

�の２８ 省略

�の２９ 省略

�の３０ 省略

�の３１ 省略

�の３２ 省略

�の３３ 省略

�の３４ 省略

�の３５ 省略

�の３６ 省略

�の３７ 省略

�の３８ 省略

�の３９ 省略

�の４０ 省略

�の４１ 省略

�の４２ 省略

�の４３ 省略

�の４４ 省略

�の４５ 省略

�の４６ 省略

�の４７ 省略

�の４８ 省略

�の４９ 省略

�の５０ 省略
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�の５３ 省略

�の５４ 省略

�の５５ 省略

�の５６ 省略

�の５７ 省略

�の５８ 省略

�の５９ 省略

�の６０ 省略

�の６１ 省略

�の６２ 省略

�の６３ 省略

�の６４ 省略

�の６５ 省略

�の６６ 省略

�の６７ 省略

�の６８ 省略

�の６９ 省略

�の７０ 省略

�の７１ 省略

�の７２ 省略

�の７３ 省略

�の７４ 省略

�の７５ 省略

�の７６ 省略

�の７７ 省略

�の７８ 省略

�の７９ 省略

�の８０ 省略

�の８１ 省略

�の８２ 省略

�の８３ 省略

�の８４ 省略

�の８５ 省略

�の８６ 省略

�の８７ 省略

�の８８ 省略

�の８９ 省略

�の９０ 省略

�の９１ 省略

�の９２ 省略

�の９３ 省略

�の９４ 省略

�の９５ 省略

�の９６ 省略

�の９７ 省略

�の９８ 省略

�の９９ 省略

�の１００ 省略

�の１０１ 省略

�の１０２ 省略

�の１０３ 省略

�の１０４ 省略

�の１０５ 省略

�の５１ 省略

�の５２ 省略

�の５３ 省略

�の５４ 省略

�の５５ 省略

�の５６ 省略

�の５７ 省略

�の５８ 省略

�の５９ 省略

�の６０ 省略

�の６１ 省略

�の６２ 省略

�の６３ 省略

�の６４ 省略

�の６５ 省略

�の６６ 省略

�の６７ 省略

�の６８ 省略

�の６９ 省略

�の７０ 省略

�の７１ 省略

�の７２ 省略

�の７３ 省略

�の７４ 省略

�の７５ 省略

�の７６ 省略

�の７７ 省略

�の７８ 省略

�の７９ 省略

�の８０ 省略

�の８１ 省略

�の８２ 省略

�の８３ 省略

�の８４ 省略

�の８５ 省略

�の８６ 省略

�の８７ 省略

�の８８ 省略

�の８９ 省略

�の９０ 省略

�の９１ 省略

�の９２ 省略

�の９３ 省略

�の９４ 省略

�の９５ 省略

�の９６ 省略

�の９７ 省略

�の９８ 省略

�の９９ 省略

�の１００ 省略

�の１０１ 省略

�の１０２ 省略

�の１０３ 省略
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公 告

�公 告

次のとおり技術提案書の提出を招請する。

平成２７年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 業務概要

� 業務名

愛媛県災害情報システム構築・運用保守業務

� 業務内容

愛媛県災害情報システム構築・運用保守業務公募型プロポー

ザル手続等に関する説明書（以下「説明書」という。）による。

� 履行期間

契約締結の日から平成３３年３月３１日まで

２ 参加資格及び評価項目

� 技術提案書の提出者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」の営業種目「情報処

理」について平成２６年度から平成２８年度までの製造の請負等に

係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、かつ、

「特定調達参加希望」の登録をしている業者で、次の事項に該

当するもの

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当しない者であること。

イ 参加表明書の受領の期限の日から技術提案書の受領の期限

の日までの期間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 技術提案書を特定するための評価項目

ア 提案者の業務実績、取得資格等

１で示した業務と同種又は類似の業務の実績、ＩＳＯ、Ｉ

ＳＭＳ、ＩＴＳＭＳ及びプライバシーマークの認証の取得状

況

イ 配置予定技術者の資格及び実績

配置予定技術者の資格及び１で示した業務と同種又は類似

の業務の実績

ウ システムの構築方針

システムの構築に係る基本方針、システムの機能及び構成

並びに業務計画の妥当性

エ システムの運用方針及び保守方針

システムの運用保守に係る体制及び業務並びにシステムの

運用支援に係る業務の妥当性

オ コスト

システムの構築に係る費用及び５年間の運用保守に係る費

用の経済性並びに費用低減のための方策の実現性

３ 手続等

� 担当部局

愛媛県県民環境部防災局防災危機管理課防災情報グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２３１８

� 説明書の交付の期間、場所及び方法

ア 期間

平成２７年５月２９日（金）から６月１２日（金）までの執務時

附 則

この訓令は、平成２７年６月１日から施行する。

�の１０６ 省略

�の１０７ 省略

�の１０８ 省略

�の１０９ 省略

�～�の１６ 省略

２ 前項本文の規定にかかわらず、東予地方局四国中央土木事務所

長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１３号の８４まで及び

第１４号から第２６号の１６までに掲げるとおりとし、東予地方局今治

土木事務所長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１１号ま

で、第１１号の３から第１１号の７まで、第１１号の９、第１１号 の１０

（同号にあつては、浄化槽の構造上の基準及び浄化槽工事の技術

上の基準に係るものを除く。）、第１１号の１１から第１２号の１２４ま

で、第１３号の１８、第１３号の１９、第１３号の２６、第１３号の８５から第１３

号の１０９まで及び第１５号から第２６号の１６までに掲げるとおりと

し、中予地方局久万高原土木事務所長、南予地方局大洲土木事務

所長、南予地方局西予土木事務所長及び南予地方局愛南土木事務

所長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１１号まで、第１１

号の３から第１１号の７まで、第１１号の９、第１１号の１０（同号にあ

つては、浄化槽の構造上の基準及び浄化槽工事の技術上の基準に

係るものを除く。）、第１１号の１１から第１２号の１２４まで、第１３号

の１８、第１３号の１９、第１３号の２６及び第１５号から第２６号の１６までに

掲げるとおりとする。

３・４ 省略

�の１０４ 省略

�の１０５ 省略

�の１０６ 省略

�の１０７ 省略

�～�の１６ 省略

２ 前項本文の規定にかかわらず、東予地方局四国中央土木事務所

長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１３号の８２まで及び

第１４号から第２６号の１６までに掲げるとおりとし、東予地方局今治

土木事務所長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１１号ま

で、第１１号の３から第１１号の７まで、第１１号の９、第１１号 の１０

（同号にあつては、浄化槽の構造上の基準及び浄化槽工事の技術

上の基準に係るものを除く。）、第１１号の１１から第１２号の１２４ま

で、第１３号の１６、第１３号の１７、第１３号の２４、第１３号の８３から第１３

号の１０７まで及び第１５号から第２６号の１６までに掲げるとおりと

し、中予地方局久万高原土木事務所長、南予地方局大洲土木事務

所長、南予地方局西予土木事務所長及び南予地方局愛南土木事務

所長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１１号まで、第１１

号の３から第１１号の７まで、第１１号の９、第１１号の１０（同号にあ

つては、浄化槽の構造上の基準及び浄化槽工事の技術上の基準に

係るものを除く。）、第１１号の１１から第１２号の１２４まで、第１３号

の１６、第１３号の１７、第１３号の２４及び第１５号から第２６号の１６までに

掲げるとおりとする。

３・４ 省略
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間中（愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛媛県条例第３

号）第１条第１項に規定する県の休日以外の日の午前８時３０

分から午後５時１５分までをいう。）

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

無料にて交付する。

� 参加表明書の受領の期限並びに提出の場所及び方法

ア 期限

平成２７年６月１２日（金）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

持参し、又は郵送等により提出すること。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。

� 技術提案書の受領の期限並びに提出の場所及び方法

ア 期限

平成２７年７月９日（木）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

持参し、又は郵送等により提出すること。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。

４ その他

� 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 契約書作成の要否

要

� 関連情報を入手するための照会窓口

愛媛県県民環境部防災局防災危機管理課防災情報グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２３１８

� その他

詳細は、説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Construction， operation and maintenance of disaster

information system of Ehime Prefecture，１ set

� Time limit to express interests：５：１５ p．m．，１２ June２０１５

Time limit for the submission of proposals：５：１５ p．m．，９

July２０１５

� For further inquiries relating to the proposal，please

contact： Emergency Information Group，Disaster Prevention

Cr is i s Management Div is ion， Disas ter Prevent ion

Subdepartment，Public Affairs and Environment Department，

Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２３１８

平成２７年５月２９日 発行
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